
 

訪問介護及び総合事業における訪問介護相当サービス 

「契約書別紙」兼「重要事項説明書」 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重

要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒061-1446 北海道恵庭市末広町１２４番地 

代表者（職名・氏名） 会長 船田 清 

設立年月日 昭和４４年５月６日 

電話番号 ０１２３－３３－９４３６ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 恵庭市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 

サービスの種類 
・訪問介護 ※要介護度１～５の方 

・訪問介護相当サービス ※要支援１～２又は事業対象者の方 

事業所の所在地 〒061-1446 北海道恵庭市末広町１２５番地１ 

電話番号 ０１２３－３３－１１２０ 

指定年月日・事業所番号 

○指定年月日 

・訪問介護 平成11年10月12日指定 

・訪問介護相当サービス 平成30年4月1日指定 

○事業所番号 第0171200025号 

管理者の氏名 介護サービス課 主任 笹川貴恵子 

通常の事業の実施地域 恵庭市全域 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 要介護又は要支援、事業対象者にある利用者が、その有する能力に応じ、

可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の

質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができる

よう、訪問介護（又は訪問介護相当サービス）等を提供することを目的とし

ます。 

運営の方針 

 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その

他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域

の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介

護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のた

め、適切なサービスの提供に努めます。 

 



４．提供するサービスの内容 

訪問介護（又は訪問介護相当サービス）は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、

排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスで

す。 

 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

 

① 身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高

めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

② 生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

 

５．営業日時 

営業日 年中無休 

営業時間 

受付時間は月曜日～金曜日 ８：４５～１７：１５ 

サービスの提供については、利用者の希望に応じて、24時間対応可能な体制

を整えるものとします。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者 常勤 １名以上 

サービス提供責任者 常勤 ３名以上 

訪問介護員 常勤 ４名以上 非常勤 ７名以上 

 ※当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守した職員配置となっております。 

７．サービス提供の責任者 

 あなたへのサービス提供の責任者は下記のとおりです。 

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

サービス提供責任者の氏名       

 

８．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支

払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり１割～３割の額です。 

 ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご

負担いただきます。 



（１）訪問介護の利用料 

【基本部分】 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 
※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 １,６３０円 １６３円 

２０分以上３０分未満 ２,４４０円 ２４４円 

３０分以上１時間未満 ３,８７０円 ３８７円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,６７０円 ５６７円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに８２０円を加算 ３０分増すごとに８２円を加算 

引き続き生活援助を算定する場合 ２０分増すごとに６５０円を加算 ２０分増すごとに６５円を加算 

生
活
援
助
中
心
型 

２０分未満   

２０分以上４５分未満 １,７９０円 １７９円 

４５分以上 ２,２００円 ２２０円 

（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に
２人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額となります。 
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基
本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する
場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金

（自己負担1

割の場合） 

初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対

してサービス提供責任者が初回にサービス

を提供した場合等 

２,０００円 ２００円 

生活機能向上連携 

加算（Ⅰ） 

訪問リハビリテーション事業所又は通所リ

ハビリテーション事業所、リハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士・医師から

の助言（アセスメント・カンファレンス）

を受けることが出来る体制を構築し、助言

を受けた上で、サービス提供責任者が生活

機能の向上を目的とした訪問介護計画を作

成（変更）した場合等 

サービス提供の場において、又はＩＣＴを

活用した動画等により利用者の状態を把握

した上で助言等を定期的に行う場合 

１,０００円 １００円 



生活機能向上連携 

加算（Ⅱ） 

訪問リハビリテーション、通所リハビリテ

ーションの理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加

えて、リハビリテーションを実施している

医療提供施設の理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、医師が訪問して行う場合 

２，０００円 ２００円 

緊急時訪問 

介護加算 

 

利用者や家族等からの要請を受け、ケアマ

ネジャーが必要と認めたときに、居宅サー

ビス計画にない訪問介護を緊急に提供した

場合(１回につき) 

１,０００円 １００円 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～

８時）にサービス提供する場合 
上記基本部分の２５％ 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供

する場合 
上記基本部分の５０％ 

特定事業所加算Ⅱ 
国が定める体制要件及び人材要件を満たす

場合 
上記基本部分の１０％ 

介護職員等処遇改善 

加算Ⅰ  

国が定める体制要件及び人的要件を満た

す場合。 

所定単位数は基本サービス費に各種加算

減算を加えた総単位数とし、当該加算は

区分支給限度額の算定対象からは除かれ

ます。 

1月の利用料金の24.5%（基本

料金＋各種加算減算） 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

サービス提供責任者

体制の減算 

介護職員初任者研修課程修了者（介護職員

基礎研修課程修了者等を除く）をサービス

提供責任者として配置している場合 

上記基本部分の７０％ 

 

 

（２）訪問介護相当サービスの利用料 

【基本部分】 

対象者・頻度 

利用回数 
基本利用料 

利用者負担金

（自己負担1割

の場合） 

（１）標準的な内容の訪問型サービスである場合 ２，８７０円 ２８７円 

（２）生活援助中心である場合 ２０分以上４５分未満 １，７９０円 １７９円 

（３）生活援助中心である場合 ４５分以上の場合 ２，２００円 ２２０円 

（４）短時間の身体介護が中心である場合 １，６３０円 １６３円 



  

 
【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金

（自己負担1

割の場合） 

初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し

てサービス提供責任者が初回にサービスを提

供した場合等 

２,０００円 ２００円 

生活機能向上連携 

加算（Ⅰ） 

訪問リハビリテーション事業所又は通所リハ

ビリテーション事業所、リハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士・医師からの助言

（アセスメント・カンファレンス）を受ける

ことが出来る体制を構築し、助言を受けた上

で、サービス提供責任者が生活機能の向上を

目的とした訪問介護計画を作成（変更）した

場合等 

サービス提供の場において、又はＩＣＴを活

用した動画等により利用者の状態を把握した

上で助言等を定期的に行う場合 

１,０００円 １００円 

生活機能向上連携 

加算（Ⅱ） 

訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、

リハビリテーションを実施している医療提供

施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、医師が訪問して行う場合 

２，０００円 ２００円 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～８

時）にサービス提供する場合 
上記基本部分の２５％ 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供す

る場合 
上記基本部分の５０％ 

介護職員処遇改善 

加算Ⅰ  

国が定める体制要件及び人的要件を満たす

場合。 

所定単位数は基本サービス費に各種加算減

算を加えた総単位数とし、当該加算は区分

支給限度額の算定対象からは除かれます。 

1月の利用料金の24.5%（基

本料金＋各種加算減算） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【減算】 

 以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

サービス提供責任者

体制の減算 

介護職員初任者研修課程修了者（介護職員基

礎研修課程修了者等を除く）をサービス提供

責任者として配置している場合 

上記基本部分の７０％ 

 
 

（３）キャンセル料 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を

いただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、

キャンセル料は不要とします。なお訪問介護相当サービスは、利用料が月単位の定額のため、

キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 無料 

利用予定日の当日 自己負担相当額 

 

（４）支払い方法 

 上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請

求いたします。 

 お支払いは、原則「ゆうちょ銀行」からの引き落としとさせて頂きますので、事前に口座

登録をお願いいたします。 

 なお、利用者負担金の請求書については利用月の翌月１０日以降、領収書については支払

月の翌月１０日以降にお届けいたします。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

（原則） 

サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）

に、指定口座より引き落とします。 

 ※振替手数料（１０円）はご利用者負担となります。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）ま

でに、下記の口座にお振り込みください。 

※振込手数料はご利用者負担となります。 

 【振込先】北洋銀行 恵庭中央支店 普通預金３５９９３２１ 

 恵庭市社会福祉協議会 介護保険事業 会長 船田 清 

９．緊急時及び事故発生における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、事故発生、その他の緊急事態が生じたとき

は、速やかに医療機関又は主治医、家族等、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援セン

ター）及び市町村等へ連絡を行い、必要な措置を講じます。 

 ①担当窓口を介護サービス課長とします。 

 ②必要な指針、マニュアルの整備、職員研修など事業者の責において必要な措置を講じま

す。 

 

１０．虐待防止・権利擁護・苦情解決について 

 利用者の人権擁護・虐待防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  ①虐待の防止に関する責任者を恵庭市社会福祉協議会事務局長とし、担当窓口を介護サ

ービス課長とします。 



  ②法令の遵守に関する責任者を恵庭市社会福祉協議会事務局長とし、担当窓口を介護サ

ービス課長とします。 

  ③苦情の解決に関する責任者を恵庭市社会福祉協議会事務局長とし、担当窓口を介護サ

ービス課主任とします。 

  ④従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を行います。 

  ⑤必要に応じて成年後見制度の利用支援を行います。 

  ⑥苦情解決体制を分かりやすく整備します。 

  ⑦従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者等の権利擁護

に取り組める環境の整備に努めます。 

  ⑧必要な指針、マニュアルの整備、職員研修など事業者の責において必要な措置を講じ

ます。 

 

１１．安定的・継続的なサービス提供体制への取り組みについて 

 必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するため、感染症や災害、安全

管理やハラスメントなどについて、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  ①担当窓口を介護サービス課長とします。 

  ②感染症や災害が発生した場合であっても、業務継続に向けて必要なサービスを継続的

に提供するため、委員会の開催や必要な業務継続計画整備（BCP）、指針、マニュア

ル、研修、訓練を実施します。 

  ③事故発生対応、個人情報保護、ハラスメント等、安全管理体制について、必要な研修

や委員会の開催、相談体制、指針、マニュアルの整備など、事業者の責において必要

な措置を講じます。 

 

１２．苦情相談窓口 

 本事業所では地域にお住いの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対す

るご意見などもいただいております。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することも

できます。※第三者委員への連絡先については事業所掲示板に掲示。 

 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

苦情受付窓口 介護サービス課主任 

電話番号  ０１２３－３３－１１２０ 

受付時間 毎週月～金曜日（祝祭日除く）８時４５分～１７時１５分 

面接場所 当事業所の相談室等 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

恵庭市役所 

恵庭市京町１ 

０１２３－３３－３１３１ 

毎週月～金曜日（祝祭日除く） 

８時４５分～１７時１５分 

北海道国民健康保険団体連合会 

札幌市中央区南２条西１４丁目 

０１１－２３１－５１６１ 

毎週月～金曜日（祝祭日除く） 

８時４５分～１７時１５分 

北海道社会福祉協議会 

札幌市中央区北２条西７丁目 

 ０１１－２４１－３９７６ 

毎週月～金曜日（祝祭日除く） 

８時４５分～１７時１５分 

 



 

１３．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）訪問介護員の交代 

  ①事業所の都合により、訪問介護員を交代することがあります。 

  ②ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。ただし、当該訪問介護員が業務上

不適切と認められる事情、その他交代を希望とする理由を明らかにし、事業者に対して

訪問介護員の交代を申し出ることができます。 

（２）定められた業務以外の禁止 

   当事業所が提供するサービス以外の業務を行うことはできません。 

（３）備品等の使用及び駐車スペースの確保 

   提供するサービスの実施のために必要な備品等（電気、ガス、水道を含む）は無償で使

用させて頂きます。必要に応じて訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させ

ていただく事があります。 

   また、訪問介護員が車両にて訪問する際については、駐車スペースを確保して頂きます

ようお願い致します。 

   サービス提供実施の記録につきましては利用者様のご自宅に IC タグを貼らせて頂き、

訪問時と退出時に記録媒体を IC タグにかざし実施内容等を記録させて頂きます。 

   ※実施記録を紙媒体で必要なご利用者様には原則１か月毎に印刷してお渡し致します。 

（４）サービス提供の際、訪問介護員等は次に該当する行為は行いません。 

  ①医療行為 

  ②各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

  ③他の家族の方に対するサービスの提供 

④ご契約者、家族等からの高価な物品等の受取 

⑤その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為など 

（５）サービス提供における事業者の義務 

   ①提供した支援について支援記録を作成し、法に定める期間保存します。 

   ②正当な理由なくサービスを提供する上で知り得た事項を第三者に漏洩することはあり

ません。（守秘義務） 

   ③利用者の利便性向上を図るため、介護保険サービスにおける署名・押印を求めない事

が可能なものについては、支援記録又は電磁的記録により代替できること、また、諸記

録の保存、交付等についても電磁的記録により代替できることとし、求めに応じてすみ

やかに交付させて頂きます。 

（６）損害賠償について 

   事業所の責任によりご契約者に生じた損害については、速やかにその損害を賠償いたし

ます。ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合に

は、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。 

（７）ご利用者からの解約・契約解除の申し出   

   契約の有効期間であっても、ご利用者から契約の解約をすることができます。 

（８）事業者からの契約解除の申し出 

   以下の事項に該当する場合は、本契約を解除させて頂くことがあります。 

    ①ご利用者が心身の状況、病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、不実の

告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

    ②ご利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等を行うことで本

契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合   

（９）その他、利用にあたっての留意事項詳細については「訪問介護の手引き」に記載します。 

 



 

 

  【署名・押印の代替】 

利用者様等の利便性向上を図るため、署名・押印を求めない事が可能であり、代替手

段として、下記のいずれかの方法により支援記録に記載保管することで、ご利用者本人

及びご家族代表への説明と同意の確認とさせて頂くことが可能です。 

①文書交付の上、支援記録へ記載し保管 

下記の説明者からご利用者様等へ説明し、「契約書別紙」兼「重要事項説明書」を

交付。 

   ②電磁的記録にて説明の上、支援記録へ記載し保管 

    動画、録音、メール等による電磁記録による同意・説明。 

 

 

 

   令和    年     月     日 

 

 

上記のとおり重要事項を説明しサービスを開始します。 

 

（事業者）  所在地      恵庭市末広町１２５番地１ 

事業者（法人）名 社会福祉法人恵庭市社会福祉協議会 

          指定訪問介護事業所 

代表者職・氏名   会 長  船田 清    印 

説明者職・氏名                印 

    

 上記のとおり事業者から重要事項の説明を受け同意しましたのでサービスを利用します。 

  ※上記署名押印の代替により省略も可能。 

 

      （利用者） 氏名                            

 

      （家族代表）氏名                            


